
第

四

百

九

十

号

令

和

六

年

五

月

七

日

(

火
曜
日)

目

次

規

則

○
岐
阜
県
林
業
・
木
材
産
業
改
善
資
金
貸
付
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る

規
則

(

県
産
材
流
通
課)

一
九
四
ペ
ー
ジ

告

示

○
包
括
外
部
監
査
契
約
の
締
結

(

行
政
管
理
課)

一
九
四

公

示

○
落
札
者
等
に
関
す
る
公
示

(
医
療
福
祉
連
携
推
進
課)

一
九
四

○
土
地
改
良
区
役
員
の
退
任
及
び
就
任

(
岐
阜
農
林
事
務
所)

一
九
四

○
土
地
改
良
区
役
員
の
就
任

(
同

)

一
九
五

○
土
地
改
良
区
の
定
款
の
変
更
認
可

(

同

)

一
九
五

○
土
地
改
良
区
役
員
の
退
任
及
び
就
任

(

西
濃
農
林
事
務
所)

一
九
五

○
土
地
改
良
区
役
員
の
就
任

(

同

)
一
九
七

正

誤

○
岐
阜
県
教
育
委
員
会
が
保
有
す
る
個
人
情
報
の
保
護
に
関
す
る
規
則

中
訂
正

(

教
育
管
理
課)

一
九
八

○
岐
阜
県
人
事
委
員
会
が
保
有
す
る
個
人
情
報
の
保
護
に
関
す
る
規
則

中
訂
正

(

人
事
委
員
会)

一
九
八

○
岐
阜
県
収
用
委
員
会
が
保
有
す
る
個
人
情
報
の
保
護
に
関
す
る
規
則

中
訂
正

(

収
用
委
員
会)

一
九
八

○
岐
阜
県
選
挙
管
理
委
員
会
が
保
有
す
る
個
人
情
報
の
保
護
に
関
す
る

規
程
中
訂
正

(

選
挙
管
理
委
員
会)

一
九
八

○
岐
阜
県
監
査
委
員
が
保
有
す
る
個
人
情
報
の
保
護
に
関
す
る
規
程
中

訂
正

(

監

査

委

員)

一
九
八

○
岐
阜
県
労
働
委
員
会
が
保
有
す
る
個
人
情
報
の
保
護
に
関
す
る
規
程

中
訂
正

(

労
働
委
員
会)

一
九
八

○
岐
阜
県
内
水
面
漁
場
管
理
委
員
会
が
保
有
す
る
個
人
情
報
の
保
護
に

関
す
る
規
程
中
訂
正

(

内
水
面
漁
場
管
理
委
員
会)

一
九
八
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○

○

岐

阜

県

公

報

毎
週

(

火
曜
日

金
曜
日)

発
行

(

休
日
に
当
た
る

と
き
は
翌
日)

令
和
六
年
五
月
七
日



岐
阜
県
林
業
・
木
材
産
業
改
善
資
金
貸
付
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

令
和
六
年
五
月
七
日

岐
阜
県
知
事

古

田

肇

岐
阜
県
規
則
第
四
十
一
号

岐
阜
県
林
業
・
木
材
産
業
改
善
資
金
貸
付
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

岐
阜
県
林
業
・
木
材
産
業
改
善
資
金
貸
付
規
則(

平
成
十
五
年
岐
阜
県
規
則
第
九
十
八
号)

の
一
部

を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
四
条
第
三
項
中｢

令
和
六
年
三
月
三
十
一
日｣
を｢

令
和
七
年
三
月
三
十
一
日｣

に
改
め
る
。

附

則

こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

告

示

岐
阜
県
告
示
第
二
百
二
十
四
号

地
方
自
治
法(

昭
和
二
十
二
年
法
律
第
六
十
七
号)

第
二
百
五
十
二
条
の
三
十
六
第
一
項
の
規
定
に

よ
り
次
の
と
お
り
包
括
外
部
監
査
契
約
を
締
結
し
た
の
で
、
同
条
第
六
項
の
規
定
に
よ
り
告
示
す
る
。

令
和
六
年
五
月
七
日

岐
阜
県
知
事

古

田

肇

一

契
約
の
期
間
の
始
期

令
和
六
年
四
月
一
日

二

費
用
の
額
の
算
定
方
法

基
本
費
用
、
執
務
費
用
及
び
実
費
を
合
算
し
た
額

三

費
用
の
支
払
方
法

監
査
の
結
果
に
関
す
る
報
告
提
出
後
に
一
括
払(

た
だ
し
、
必
要
に
応

じ
て
前
金
払
を
す
る
。)

四

契
約
の
相
手
方

住
所

郡
上
市
八
幡
町
城
南
町
二
八
一
番
地

氏
名

尾
藤

望

資
格

弁
護
士

公

示

○
落
札
者
等
に
関
す
る
公
示

岐
阜
県
の
物
品
等
又
は
特
定
役
務
の
調
達
手
続
の
特
例
を
定
め
る
規
則(

平
成
七
年
岐
阜
県
規
則
第

百
二
十
号)

第
十
一
条
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
落
札
者
等
に
つ
い
て
公
示
す
る
。

令
和
六
年
五
月
七
日

岐
阜
県
知
事

古

田

肇

１
調
達
す
る
役
務
の
名
称
及
び
数
量
岐
阜
県
立
衛
生
専
門
学
校
及
び
岐
阜
県
立
看
護
専
門
学
校
校

務
支
援
シ
ス
テ
ム
の
構
築
及
び
保
守
・
運
用
業
務
一
式

２
契
約
の
相
手
方
を
決
定
し
た
手
続
一
般
競
争
入
札

３
入
札
公
告
を
行
っ
た
日
令
和
６
年
３
月
８
日

４
落
札
者
を
決
定
し
た
日
令
和
６
年
４
月
18日

５
落
札
者
の
住
所
及
び
氏
名
大
垣
市
加
賀
野
四
丁
目
１
番
地
の
９

共
立
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
ー
サ
ー
ビ
ス
株
式
会
社

取
締
役
社
長
服
部
達
也

６
落
札
金
額
69,357,399円

７
契
約
に
関
す
る
事
務
を
担
当
す
る
部
局
の
名
称
及
び
所
在
地

�
部
局
の
名
称
岐
阜
県
健
康
福
祉
部
医
療
福
祉
連
携
推
進
課
看
護
係

�
所
在
地
岐
阜
市
薮
田
南
二
丁
目
１
番
１
号

○
土
地
改
良
区
役
員
の
退
任
及
び
就
任

土
地
改
良
法(
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十
五
号)

第
十
八
条
第
十
七
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の

と
お
り
土
地
改
良
区
の
役
員
が
退
任
及
び
就
任
を
し
た
旨
の
届
出
が
あ
っ
た
の
で
、
同
条
第
十
八
項
の

規
定
に
よ
り
公
示
す
る
。
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規

則



令
和
六
年
五
月
七
日

岐
阜
県
知
事

古

田

肇

退
任
し
た
役
員

土

地

改
良
区
名

退

任

年
月
日

役
名

氏

名

住

所

中
濃
用
水

岐
阜
土
地

改
良
区

令
和�･�･��
理
事

神

谷

忍

岐
阜
市
上
土
居
三
丁
目

七
番
五
号

就
任
し
た
役
員

土

地

改
良
区
名

就

任

年
月
日

役
名

氏

名

住

所

中
濃
用
水

岐
阜
土
地

改
良
区

令
和�･�･��
理
事

神

谷

英

昭

岐
阜
市
上
土
居
二
丁
目

一
一
番
八
号

○
土
地
改
良
区
役
員
の
就
任

土
地
改
良
法(

昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十
五
号)

第
十
八
条
第
十
七
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の

と
お
り
土
地
改
良
区
の
役
員
が
就
任
を
し
た
旨
の
届
出
が
あ
っ
た
の
で
、
同
条
第
十
八
項
の
規
定
に
よ

り
公
示
す
る
。

令
和
六
年
五
月
七
日

岐
阜
県
知
事

古

田

肇

就
任
し
た
役
員

土

地

改
良
区
名

就

任

年
月
日

役
名

氏

名

住

所

山
県
用
水

土
地
改
良

区

令
和�･�･��
監
事

箕

輪

照

子

岐
阜
市
太
郎
丸
諏
訪

六
番
地

○
土
地
改
良
区
の
定
款
の
変
更
認
可

土
地
改
良
法(

昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十
五
号)

第
三
十
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
土

地
改
良
区
の
定
款
の
変
更
を
認
可
し
た
の
で
、
同
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
公
示
す
る
。

令
和
六
年
五
月
七
日

岐
阜
県
知
事

古

田

肇

○
土
地
改
良
区
役
員
の
退
任
及
び
就
任

土
地
改
良
法(

昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十
五
号)

第
十
八
条
第
十
七
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の

と
お
り
土
地
改
良
区
の
役
員
が
退
任
及
び
就
任
し
た
旨
の
届
出
が
あ
っ
た
の
で
、
同
条
第
十
八
項
の
規

定
に
よ
り
公
示
す
る
。

令
和
六
年
五
月
七
日

岐
阜
県
知
事

古

田

肇

退
任
し
た
役
員

土

地

改
良
区
名

退

任

年
月
日

役
名

氏

名

住

所

楡
俣
北
部

土
地
改
良

区

令
和�･�･��
理
事

衣

斐

弘

道

安
八
郡
輪
之
内
町
楡
俣

二
二
九
九
番
地

同

衣

斐

勇

一

同

二
二
九
六
番
地

同

田

谷

弘

幸

同

二
四
八
三
番
地

同

棚

橋

秀

雄

同

二
二
二
七
番
地

同

田

中

重

明

同

一
七
二
三
番
地

同

服

部

光

雄

同

二
四
六
〇
番
地
の
一

同

西

松

敬

一

同

二
六
八
四
番
地
の
一

同

田

中

守

同

一
八
六
七
番
地
の
一

同

西

松

敏

夫

同

二
七
〇
〇
番
地

同

田

中

幹

夫

同

三
四
二
九
番
地

同

近

藤

英

一

同

二
二
三
四
番
地
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桑

原

輪

中

土

地

改

良

区

土

地

改

良

区

名

令
和

六
・

四
・
一
二

認

可

年

月

日



同

服

部

富
士
雄

同

二
四
四
五
番
地

同�
松

勝

典

同

二
七
〇
九
番
地
の
一

同

片

野

勝

宏

同

一
六
四
三
番
地
の
四

監
事

西

松�
同

一
一
四
五
番
地
の
一

同

服

部

義

明

同

二
五
一
四
番
地
の
一

同

田

中

久

晴

同

一
六
六
四
番
地

就
任
し
た
役
員

土

地

改
良
区
名

就

任

年
月
日

役
名

氏

名

住

所

楡
俣
北
部

土
地
改
良

区

令
和�･�･�
理
事

衣

斐

弘

道

安
八
郡
輪
之
内
町
楡
俣

二
二
九
九
番
地

同

衣

斐

勇

一

同

二
二
九
六
番
地

同

田

谷

弘

幸

同

二
四
八
三
番
地

同

棚

橋

秀

雄

同

二
二
二
七
番
地

同

田

中

重

明

同

一
七
二
三
番
地

同

服

部

光

雄

同

二
四
六
〇
番
地
の
一

同

西

松

敬

一

同

二
六
八
四
番
地
の
一

同

田

中

守

同

一
八
六
七
番
地
の
一

同

西

松

敏

夫

同

二
七
〇
〇
番
地

同

田

中

幹

夫

同

三
四
二
九
番
地

同

近

藤

英

一

同

二
二
三
四
番
地

同

服

部

富
士
雄

同

二
四
四
五
番
地

同�
松

勝

典

同

二
七
〇
九
番
地
の
一

同

片

野

勝

宏

同

一
六
四
三
番
地
の
四

同

衣

斐

康

弘

同

二
二
八
二
番
地

監
事

西

松�
同

一
一
四
五
番
地
の
一

同

服

部

義

明

同

二
五
一
四
番
地
の
一

同

田

中

久

晴

同

一
六
六
四
番
地

○
土
地
改
良
区
役
員
の
退
任
及
び
就
任

土
地
改
良
法(

昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十
五
号)

第
十
八
条
第
十
七
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の

と
お
り
土
地
改
良
区
の
役
員
が
退
任
及
び
就
任
し
た
旨
の
届
出
が
あ
っ
た
の
で
、
同
条
第
十
八
項
の
規

定
に
よ
り
公
示
す
る
。

令
和
六
年
五
月
七
日

岐
阜
県
知
事

古

田

肇

退
任
し
た
役
員

土

地

改
良
区
名

退

任

年
月
日

役
名

氏

名

住

所

養
老
町
祖

父
江
土
地

改
良
区

令
和�･�･�
理
事

安

福

雅

成

養
老
郡
養
老
町
祖
父
江

五
一
六
番
地
一

同

佐

竹

哲

也

同

一
一
三
六
番
地

同

川

瀬

雅

人

同

一
〇
五
七
番
地

同

無

藤

照

己

同

一
〇
七
四
番
地
一

同

川�
比

智

同

二
一
四
三
番
地

監
事�
木

明

同

一
一
四
二
番
地
六

同

佐

竹

俊

郎

同

一
〇
八
四
番
地
九

同

後

藤

智

也

同

五
二
〇
番
地
一

就
任
し
た
役
員

土

地

改
良
区
名

就

任

年
月
日

役
名

氏

名

住

所

養
老
町
祖

父
江
土
地

改
良
区

令
和�･�･�
理
事

大

橋

憲

一

養
老
郡
養
老
町
祖
父
江
一
一
三
四
番
地
一

同�
木

康

弘

同

一
〇
五
六
番
地
一

同

安

福

弘

良

同

八
二
九
番
地
一

同�
木

典

一

同

一
一
四
三
番
地
一
の
二
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同

安

福

正

紀

同

二
一
五
二
番
地

監
事

無

藤

泰

広

同

二
一
四
九
番
地
一

同

大

橋

龍

一

同

二
一
九
六
番
地
三

同�
木

憲

彦

同

五
二
〇
番
地
八

○
土
地
改
良
区
役
員
の
退
任
及
び
就
任

土
地
改
良
法(

昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十
五
号)

第
十
八
条
第
十
七
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の

と
お
り
土
地
改
良
区
の
役
員
が
退
任
及
び
就
任
し
た
旨
の
届
出
が
あ
っ
た
の
で
、
同
条
第
十
八
項
の
規

定
に
よ
り
公
示
す
る
。

令
和
六
年
五
月
七
日

岐
阜
県
知
事

古

田

肇

退
任
し
た
役
員

土

地

改
良
区
名

退

任

年
月
日

役
名

氏

名

住

所

養
老
町
河

北
土
地
改

良
区

令
和�･�･��
理
事

堀

源

吾

養
老
郡
養
老
町
宇
田

二
二
九
番
地

同

黒

川

俊

伸

同

橋
爪

一
一
三
番
地
一

同

村

上

均

同

橋
爪

一
三
六
一
番
地

同

伊

藤

喜

治

同

中

一
五
三
番
地
一

同

村

上

秀

彦

同

豊

二
五
番
地

同

志

知

重

治

同

宇
田

六
八
三
番
地
九

同

佐

竹

和

広

同

色
目

六
四
六
番
地

同

青

山

貞

一

同

飯
田

三
七
五
番
地

同

吉

田

憲

司

同

飯
田

一
七
三
番
地
二

監
事

大
久
保

健

同

橋
爪

一
二
二
〇
番
地
一

同

田

中

充

同

飯
田

一
四
九
番
地

同�
田

幸

男

同

室
原

六
〇
三
番
地

就
任
し
た
役
員

土

地

改
良
区
名

就

任

年
月
日

役
名

氏

名

住

所

養
老
町
河

北
土
地
改

良
区

令
和�･�･�
理
事

村

上

則

夫

養
老
郡
養
老
町
豊

四
八
番
地

同

久
保
山

敏

同

橋
爪

五
六
番
地

同

河

村

敏

彦

同

橋
爪

一
二
一
六
番
地
一

同

水

野

直

樹

同

橋
爪

五
八
〇
番
地
一

同

古

田

輝

幸

同

宇
田

一
〇
四
〇
番
地
九

同

早

瀬

久

貴

同

宇
田

二
七
六
番
地
一

同

川

地

敬

一

同

色
目

六
四
八
番
地

同

安

藤

匡

則

同

飯
田

二
九
四
番
地
一

同

青

山

直

同

飯
田

一
三
七
番
地

監
事�
木

幸

夫

同

祖
父
江
一
〇
七
二
番
地
一

同

伊

藤

喜

治

同

中

一
五
三
番
地
一

同�
田

幸

男

同

室
原

六
〇
三
番
地

○
土
地
改
良
区
役
員
の
就
任

土
地
改
良
法(

昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十
五
号)

第
十
八
条
第
十
七
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の

と
お
り
土
地
改
良
区
の
役
員
が
就
任
し
た
旨
の
届
出
が
あ
っ
た
の
で
、
同
条
第
十
八
項
の
規
定
に
よ
り

公
示
す
る
。

令
和
六
年
五
月
七
日

岐
阜
県
知
事

古

田

肇

就
任
し
た
役
員

土

地

改
良
区
名

就

任

年
月
日

役
名

氏

名

住

所

高
須
輪
中

土
地
改
良

区

令
和�･�･��
理
事

古

川

正

博

海
津
市
海
津
町
高
須
町

九
一
二
番
地

監
事

山

中

久

雄

同

平
田
町
勝
賀

一
二
一
五
番
地
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同

水

谷

友

則

同

海
津
町
安
田
新
田

七
三
番
地

○
正

誤
(

原
稿
誤
り)

令
和
五
年
三
月
三
十
一
日
号
外
七�
岐
阜
県
教
育
委
員
会
が
保
有
す
る
個
人
情
報
の
保
護
に
関
す
る

規
則(

岐
阜
県
教
育
委
員
会
規
則
第
三
号)

三
六
頁
下
段
前
か
ら
十
一
行
目
及
び
十
二
行
目
中｢

令
和

五
年
岐
阜
県
規
則
第
二
十
一
号｣

は
、｢

令
和
五
年
岐
阜
県
規
則
第
二
十
三
号｣

の
誤
り
。

(

原
稿
誤
り)

令
和
五
年
三
月
三
十
一
日
号
外
七�
岐
阜
県
人
事
委
員
会
が
保
有
す
る
個
人
情
報
の
保
護
に
関
す
る

規
則(

岐
阜
県
人
事
委
員
会
規
則
第
一
号)
三
七
頁
上
段
前
か
ら
四
行
目
及
び
五
行
目
中｢

令
和
五
年

岐
阜
県
規
則
第
二
十
一
号｣

は
、｢

令
和
五
年
岐
阜
県
規
則
第
二
十
三
号｣

の
誤
り
。

(

原
稿
誤
り)

令
和
五
年
三
月
三
十
一
日
号
外
七�
岐
阜
県
収
用
委
員
会
が
保
有
す
る
個
人
情
報
の
保
護
に
関
す
る

規
則(

岐
阜
県
収
用
委
員
会
規
則
第
一
号)

三
七
頁
下
段
前
か
ら
十
一
行
目
及
び
十
二
行
目
中｢

令
和

五
年
岐
阜
県
規
則
第
二
十
一
号｣

は
、｢

令
和
五
年
岐
阜
県
規
則
第
二
十
三
号｣

の
誤
り
。

(

原
稿
誤
り)

令
和
五
年
三
月
三
十
一
日
号
外
七�
岐
阜
県
選
挙
管
理
委
員
会
が
保
有
す
る
個
人
情
報
の
保
護
に
関

す
る
規
程(

岐
阜
県
選
挙
管
理
委
員
会
告
示
第
十
八
号)

三
八
頁
上
段
後
か
ら
六
行
目
及
び
七
行
目
中

｢

令
和
五
年
岐
阜
県
規
則
第
二
十
一
号｣

は
、｢

令
和
五
年
岐
阜
県
規
則
第
二
十
三
号｣

の
誤
り
。

(

原
稿
誤
り)

令
和
五
年
三
月
三
十
一
日
号
外
七�
岐
阜
県
監
査
委
員
が
保
有
す
る
個
人
情
報
の
保
護
に
関
す
る
規

程(

岐
阜
県
監
査
委
員
告
示
第
一
号)

三
八
頁
下
段
前
か
ら
十
一
行
目
及
び
十
二
行
目
中｢

令
和
五
年

岐
阜
県
規
則
第
二
十
一
号｣

は
、｢

令
和
五
年
岐
阜
県
規
則
第
二
十
三
号｣

の
誤
り
。

(

原
稿
誤
り)

令
和
五
年
三
月
三
十
一
日
号
外
七�
岐
阜
県
労
働
委
員
会
が
保
有
す
る
個
人
情
報
の
保
護
に
関
す
る

規
程(

岐
阜
県
労
働
委
員
会
告
示
第
一
号)

三
九
頁
上
段
前
か
ら
三
行
目
及
び
四
行
目
中｢

令
和
五
年

岐
阜
県
規
則
第
二
十
一
号｣

は
、｢

令
和
五
年
岐
阜
県
規
則
第
二
十
三
号｣

の
誤
り
。

(

原
稿
誤
り)

令
和
五
年
三
月
三
十
一
日
号
外
七�
岐
阜
県
内
水
面
漁
場
管
理
委
員
会
が
保
有
す
る
個
人
情
報
の
保

護
に
関
す
る
規
程(

岐
阜
県
内
水
面
漁
場
管
理
委
員
会
告
示
第
一
号)

三
九
頁
上
段
後
か
ら
五
行
目
中

｢

令
和
五
年
岐
阜
県
規
則
第
二
十
一
号｣

は
、｢

令
和
五
年
岐
阜
県
規
則
第
二
十
三
号｣

の
誤
り
。
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